
ポストドクター等の雇用に関するガイドライン（仮称）のイメージ

適切な雇用関係の下で、能力を発揮できる状況と能力向上の機会を整えることにより、ポストド
クター等を計画的に育成し、次の安定的なポストにステップアップできる環境の実現を目指す。

構成のイメージ

１．雇用に関する事項

○有期雇用契約に関する留意事項

○望ましい処遇、福利厚生等

○雇用関係のない場合の配慮

２．研究環境に関する事項

○能力開発に有効な研究環境の確保

○機器利用等の配慮

○PI等による成果マネジメント

３．キャリア開発の支援に関する事項

○計画的なキャリア支援の実施

○汎用的スキルの開発の機会提供

○キャリアガイダンス等の実施

４．その他

○外国人のポストドクター等への配慮

○ PI、メンター等への支援

等

策定の趣旨
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